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 オネスティの With コロナガイドライン  

 

コロナ感染が国内で初めて確認されて 3 年という途方もない時間が過ぎました。政府は、令和 5 年 5

月 8 日に、新型コロナウイルスの位置付けを今の「2 類相当」から季節性インフルエンザなどと同じ

「5 類」に移行する方針を決定、これに伴い、感染予防対策としてのマスクの着用について、3 月 13

日から屋内・屋外を問わず個人の判断に委ねるとした上で、医療機関を受診する際や通勤ラッシュ時と

いった混雑した電車やバスに乗る際などには、マスクの着用を推奨するなどとした方針を決定しました。 

 

私たちの生活に必要不可欠とも言える存在となった「マスク着用」について、この度の決定を受け、わ

が社の事業内容/業務遂行上のリスクを考慮したコロナガイドラインを下記の通りお知らせします。 

 

 オネスティ  就業中/オネスティ事務所内でのマスク着用は、「個人の判断」に委ねます 

 

 派遣社員皆さん  就業中/就業場所でのマスク着用は、「派遣先企業のガイドライン」に準じます 

 時間外・週末等は、「個人の判断に委ねます」 

 

 営業活動  派遣企業先/派遣社員の皆さんと対面する際は、マスク着用をいたします 

 

 

 

「個人の判断に委ねられる」というこ

とは、これからは、個々が状況や状態を常

に配慮し、またこれまでの経験や情報を十

分に取り入れながら、より一層の「行動責

任」を持たなくてはいけないということに

なります。 

 

 

 

 

 

私たちの未来は私たちの努力無しには切り開

けません。強い意志と希望を持ち、感謝を忘

れずに一日一日を過ごしてまいりましょう。 

 

 

 

オネスティはこれまでもそしてこれからも変化の時代に適応力を発揮させ、常に前をみながら皆さんと

共に前進し続けてまいります。今後ともどうぞよろしくお願い致します。 
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